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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成28年3月17日(2016.3.17)

【公表番号】特表2013-515773(P2013-515773A)
【公表日】平成25年5月9日(2013.5.9)
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【出願番号】特願2012-547105(P2012-547105)
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年1月21日(2016.1.21)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３６】
　[0036]本発明は、（ｉ）０より大きい粒子の全有効流体吸収能力（ＴＡＦＡＣＰ）の値
を有する粒子状材料；並びに（ｉｉ）非揮発性成分及び揮発性成分を含む流体相；を含む
組成物に関する。この組成物は、望ましくは０より大きく約８．０未満の範囲のＴＡＦＡ
ＣＰに対する全非揮発分含量（ＮＶＣ）の重量比Ｒを有する。本発明は更に、（ｉ）０よ
り大きい粒子の全有効流体吸収能力（ＴＡＦＡＣＰ）の値を有する粒子状材料；並びに（
ｉｉ）非揮発性成分及び揮発性成分を含む流体相；を含む組成物の製造方法であって、得
られる組成物が０より大きく約８．０未満の範囲のＴＡＦＡＣＰに対する全非揮発分含量
（ＮＶＣ）の重量比Ｒを有する上記方法に関する。本発明は更に、（ｉ）０より大きい粒
子の全有効流体吸収能力（ＴＡＦＡＣＰ）の値を有する粒子状材料；並びに（ｉｉ）非揮
発性成分及び揮発性成分を含む流体相；を含む被覆又は膜を支持体上に形成する方法に関
する。本発明は更に、皮膚のような支持体上の開示されている組成物を含む、被覆又は膜
、被覆支持体、及び多層物品に関する。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５０】
　[0055]与えられた組成物中の非揮発性成分の量は、望ましくは０より大きく約８．０未
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満の範囲のＴＡＦＡＣＰに対する全非揮発分含量（ＮＶＣ）の重量比Ｒを有する得られる
組成物を与えるのに十分なものである。幾つかの代表的な態様においては、Ｒは約０．５
～約７．４の範囲である。他の代表的な態様においては、Ｒは約３．０～約６．０の範囲
である。与えられた組成物に関して選択される成分によって、Ｒは、得られる組成物が膜
／被覆として支持体上に（例えば皮膚上に）適用した際に粗い上表面、所望の程度の透明
性、及び所望の程度の隠蔽性を有する膜を生成する限りにおいて、約０．５～約７．４の
間の任意の値（例えば、０．５、０．６、０．７・・・７．１、７．２、７．３、及び７
．４）であってよい。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５９】
　２．膜又は被覆：
　[0065]本発明の組成物はまた、皮膚のような支持体上の膜又は被覆として存在させるこ
ともできる。通常は、本発明の与えられた組成物を膜の形態で支持体（例えば皮膚）上に
適用した後、揮発性成分の少なくとも一部を組成物から蒸発させて、図２に示す構造を有
する膜を残留させる。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６０】
　[0066]図２に示すように、代表的な膜２０は、ビヒクルマトリクス２１（例えば流体相
）を、その中に分散している粒子状材料２２と共に含む。代表的な膜２０はまた粗い上表
面２４を有し、これによって上表面２４において相当量の光散乱を与える。通常は、代表
的な膜２０は、上表面２４の表面形状を考えると、存在していても非常に僅かな膜内光散
乱しか示さない。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６１】
　[0067]図２に示すように、上表面２４は、最外側の粗い表面（即ち上表面２４）に沿っ
て１以上のより低い表面の点２６、及び最外側の粗い表面（即ち上表面２４）に沿って１
以上のより高い表面の点２７を有し、ここで１以上のより低い表面の点２６は、少なくと
も約０．１μｍ、通常は約０．１～約７０μｍの距離ｄだけｚ方向（即ち、代表的な膜２
０がその上に配置される支持体に対して垂直の方向）において１以上のより高い表面の点
２７から離隔している。更に、２以上のより低い表面の点の間に広がる上表面２４の部分
は、約４５°より大きく（又は約９０°より大きく、又は約１３５°より大きく）、約１
８０°以上の大きさである円弧角を有する円弧形状を示していてよい。より低い表面の点
２６ａとより低い表面の点２６ｂとの間に示される上表面２８の部分のようなかかるより
高い表面の部分は、距離ｌ内で１８０°以上の大きさの円弧角を示し、より低い表面の点
２６ａとより低い表面の点２６ｂとの間でｘ方向に広がっている。通常は、距離ｌは約２
０μｍ未満、通常は約２０～約１μｍである。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】００６６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６６】
　[0072]上記記載の表面粗さを有することに加えて、代表的な膜２０は所望の程度の透明
性を有する。望ましくは、代表的な膜２０は、代表的な膜２０が約２００μｍ以下の膜厚
さを有する場合であっても、代表的な膜２０の下に配置される支持体表面（例えば皮膚表
面）の色及び調子を目視観察することを可能にする所望の程度の透明性を有する。例えば
、代表的な膜２０を約１００μｍ以下の膜厚さで皮膚上に被覆した場合、代表的な膜２０
の透明性によって、代表的な膜２０を通して皮膚の色及び調子を目視観察することが可能
である。更に、代表的な膜２０の透明性及び組成は、代表的な膜２０を通して皮膚の外観
を変化させない（即ち、代表的な膜２０で被覆又は処置した皮膚は処置していない皮膚と
実質的に同じように見える）。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６７】
　[0073]上記記載の表面粗さのために、代表的な膜２０はまた、代表的な膜２０が約１μ
ｍ程度の薄い膜厚さを有する場合であっても、代表的な膜２０の下に配置される支持体表
面（例えば皮膚表面）における表面の欠陥を隠蔽する所望の程度の隠蔽能力を有する。開
示されている膜の優れた隠蔽性は、少なくとも部分的に、膜内光散乱に代わる代表的な膜
２０の大きな表面光散乱の結果であると考えられる。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６８】
　ＩＩ．組成物、被覆、及び被覆支持体の製造方法：
　[0074]本発明は更に、表面の欠陥を隠蔽することができる組成物のような化粧品として
用いるのに好適な組成物の製造方法に関する。１つの代表的な態様においては、組成物の
製造方法は、（ｉ）０より大きいＴＡＦＡＣＰ値を有する上記記載の粒子状材料、及び（
ｉｉ）上記記載の流体相；を含む混合物を形成することを含み、得られる組成物は、０よ
り大きく約８．０未満のＴＡＦＡＣＰに対する全非揮発分含量（ＮＶＣ）の重量比Ｒを有
する。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７２】
　[0078]本発明はまた、被覆を形成する方法、並びに被覆支持体及び多層物品を形成する
方法にも関する。１つの代表的な態様においては、上記記載の組成物を支持体上に適用す
ることを含む被覆を形成する方法を開示する。得られる被覆支持体は、上記記載の懸濁液
又は膜で少なくとも部分的に被覆されている支持体を含む。被覆を形成する方法には、組
成物を適用する前に支持体を予備処置（例えば洗浄）することなど（しかしながらこれら
に限定されない）の１以上の工程を更に含ませることができる。
【誤訳訂正１０】
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【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７３】
　[0079]被覆支持体又は多層物品を形成する方法には、１以上の更なるプロセス工程を更
に含ませることができる。好適な更なるプロセス工程としては、容器から展開可能／被覆
可能な組成物を取り出すこと、約２００μｍ未満の所望の膜厚さを有する組成物の膜が形
成されるように組成物を支持体上に展開すること、及び上記に記載の工程のいずれかを繰
り返すことが挙げられるが、これらに限定されない。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７４】
　ＩＩＩ．用途／使用：
　[0080]上記で議論したように、本発明の組成物を用いて支持体上に被覆を形成すること
ができる。好適な支持体としては、支持体表面の欠陥又は欠点は望ましく隠されるが、支
持体表面の色及び調子が観察されることがなお必要であるものが挙げられる。かかる支持
体としては、皮膚支持体（例えば皮膚）、ケラチン支持体（例えば毛髪、爪等）、及び更
には非生物支持体が挙げられるが、これらに限定されない。１つの代表的な態様において
は、本発明の組成物は、得られる化粧処置を通して自然な皮膚の色及び調子を示しながら
、皮膚の欠陥を隠蔽するように人間の皮膚の上に化粧処置を形成するために用いる。本組
成物は、毎日の皮膚の処置のために用いることができる。 
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